
北海道森林管理局における「週休２日」推進の取り組み

（最終改正：令和３年６月１日）

１．試行工事の内容（令和３年６月１日以降の公告工事から適用）

令和３年６月１日以降の公告工事から週休２日制の考え方が一部変更になります。

主な変更点は下記のとおり。

（１）発注方式

①発注者指定方式

令和３年６月１日以降に入札公告を行う工事で、土木一式工事に係る等級が B
等級以上（予定価格 4,000 万円以上）の工事を対象とする。ただし、次のいずれ
かに該当する工事は、対象から除く場合がある。

ア 現場施工が比較的短期間となることが見込まれる工事

イ 社会的要請等により完成時期や施工時期が限定される工事

ウ 工事発注後に施工時間、施工方法等への新たな制約が予想される工事

エ 入札不調・不落が見込まれる工事

オ ア～エ以外で発注者指定方式により難いと認められる工事

②受注者希望方式

令和３年６月１日以降に入札公告を行う工事で、土木一式工事に係る等級が B
等級未満（予定価格 4,000万円未満）の工事を対象とする。

（２）実施状況確認方法

①休日取得計画書

受注者から毎月、休日取得計画書を当該作業計画月の前月末（初回月分は工事着

手日前）までに監督職員へ提出し計画状況を確認する。

②休日取得実績書

受注者から毎月、休日取得実績書を当該作業実施月の翌月初め（最終月は工事完

成後）に速やかに監督職員へ提出し実施状況を確認する。

（３）補正係数

①労務単価、機械経費（賃料）、共通仮設費率及び現場管理費率に乗じる補正係数

４週６休以上 ４週７休以上
区 分 ４週８休以上４週７休未満 ４週８休未満

21.4％（6日/28日） 25％（7日/28日） 28.5％（8日/28日）
現場閉所率 以上25％未満 以上28.5％未満 以上

労務単価 1.01 1.03 1.05

機械経費（賃料） 1.01 1.03 1.04

共通仮設費率 1.02 1.03 1.04

現場管理費率 1.03 1.04 1.06



②市場単価方式により乗じる補正係数

４週７休以上 ４週６休以上
名 称 区分 ４週８休以上 ４週８休未満 ４週７休未満

鉄筋工（太鉄筋を含む） 1.05 1.03 1.01

鉄筋工（ガス圧接） 1.04 1.02 1.01

防護柵設置工（ガードレール）
設置 1.01 1.01 1.00

撤去 1.05 1.03 1.01

防護柵設置工（横断･転落防止柵）
設置 1.04 1.03 1.01

撤去 1.05 1.03 1.01

防護柵設置工（落石防止柵） 1.02 1.01 1.00

防護柵設置工（落石防止網） 1.03 1.02 1.01

防護柵設置工（ガードパイプ）
設置 1.01 1.01 1.00

撤去 1.05 1.03 1.01

道路標識設置工
設置 1.01 1.01 1.00

撤去･移設 1.04 1.03 1.01

道路付属物設置工
設置 1.02 1.01 1.00

撤去 1.05 1.03 1.01

法面工 1.02 1.01 1.00

吹付枠工 1.03 1.02 1.01

軟弱地盤処理工 1.02 1.01 1.00

鉄筋挿入工（ロックボルト工） 1.03 1.02 1.01

（４）間接費等補正方法

①当初設計時

４週８休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じて補正する。

市場単価方式により積算を行う工種についても同様に補正係数を乗じる。

②精算時（４週８休以上を達成した場合）

当初設計時の補正のままで契約変更は行わない。

③精算時（４週６休以上４週８休未満の場合）

達成状況に応じた補正係数を各経費に乗じて補正し減額変更を行う。

④精算時（４週６休未満の場合）

補正係数を各経費に乗じずに減額変更を行う。

（５）工事成績評定における評価

発注者指定方式において、提出された休日取得計画表が週休２日の取得を前提とし

ておらず、監督職員が改善に向けた指示を行ってもその是正がされないなど、明らか

に週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合にマイナス評価を行う。

（６）取組実績証明書の発行

４週６休以上の現場閉所を達成した場合、「森林土木工事における週休２日の取組実

績証明書」を工事完成検査結果通知と同時期に通知を行う。



（７）総合評価落札方式における評価

過去１年度間に森林土木工事における週休２日の取組実績証明書（以下「証明書」

という。）の通知を受けた場合、総合評価の評価項目において次の評価方法により加

点評価を行う。

① 競争参加資格確認申請書にて証明書の通知を受けた実績の有無の記載があり、

証明書の写しの添付により確認できる場合に加点評価を行う。なお、提出書類の

簡素化による場合以外で証明書の写しの添付がない場合は評価しない。

② 経常建設共同事業体においては、構成員のうち１者以上が証明書の通知を受け

た実績がある場合に評価する。

③ 加点評価の配点は、実績ありの場合１点、実績なしの場合０点とする。

④ 評価点の満点が 30 点を超えることから、得られた評価点に 30/36 を乗じた数値
を加算点とする。（小数点以下第２位を切り捨てて算出する。）

（８）適用の特例措置について

令和３年４月１日以降に契約した工事で、一部改正前の通知に基づき週休２日に取

り組むこととしているものについては、４週６休以上の現場閉所を達成した場合は、

改正後の補正係数へ設計変更を行い、上記１（６）のとおり受注者へ通知を行う。


